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のお知らせ税
令和３年分 年末調整の際の留意事項

町・道民税は特別徴収で納めましょう！

　例年11月に開催していました年末調整説明会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止となり
ました。なお、令和２年分年末調整より控除等が改正されていますのでご留意願います。

●給与所得控除
　・給与所得控除額を一律10万円引き下げ
　・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円にそれぞれ引き下げ

●基礎控除
　�・基礎控除額を10万円引き上げ

●所得金額調整控除
　�　その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、子育て世帯（※１）、介護世帯（※２）に該当する
場合には、給与等の収入金額（その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円）から850万
円を控除した金額の10％に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。
　（※１）23歳未満の扶養親族を有する世帯
　（※２）本人または同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者に該当する世帯

●各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件
　�　各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次表のとお
りとなりました。

（※３）�配偶者特別控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分についても、それぞれ10万円引き上げられています。

　町と根室振興局は、町・道民税の特別徴収拡大に向けた取り組みを進めています。
　法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

●町・道民税の特別徴収とは
　�　事業主が納税義務者である従業員に毎月支払う給与から町・道民税を天引きし、従業員に代わって納入する制
度です。
　　特別徴収は地方税法により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主に義務付けられています。

●特別徴収のメリット
　①所得税とは異なり税額は町が計算しますので、事業主が計算する必要はありません。
　②従業員は納税のために金融機関へ行く必要がなくなり、納め忘れがありません。
　③年４回で納める普通徴収と比べ、毎月の給与から天引きになるので１回あたりの負担が軽減されます。

扶 養 親 族 等 の 区 分 合　計　所　得　金　額　要　件
令和２年分より 令和元年分まで

同一生計配偶者 48万円以下 38万円以下
扶養親族 48万円以下 38万円以下
源泉控除対象配偶者 95万円以下 85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者（※３） 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生 75万円以下 65万円以下

令和２年分から改正されたもの
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申告はお済みですか？

年末調整を電子化しませんか？

給与支払報告書確認にご利用ください

　令和２年分の所得税・町道民税の申告期限はすでに過ぎていますが、申告忘れや申告漏れはありませんか。
　申告をしていないと、所得証明書が発行されない場合や、受けられる控除が受けられないため税額が高くなって
いる場合があります。

●収入がなかった方
　�　令和２年中（１月～12月）に収入がなかった方は、税の申告義務はありませんが、以下の手続きをする場合
には申告する必要があります。
　①国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の減額認定証の申請をする場合
　②国民年金保険料の免除申請をする場合
　③所得額の記載がある証明書の発行が必要な場合
　※�税法上の被扶養者は、申告がなくても非課税証明書は発行できますが、その場合は所得額の記載のない非課税
証明書になります。所得額の記載が必要な方は、申告が必要です。

●個人事業主の方
　�　事業所得が赤字の場合でも、上記①～③の手続きをする場合と営業証明書を発行する場合は、申告する必要が
あります。　
　�申告場所�　所得税：根室税務署（事前に電話等で確認してください）　町道民税：税務課（役場１階窓口⑧番）

　年末調整の際に従業員が作成して勤務先に提出する「保険料控除申請書」や、保険会社から送付される「控除証
明書」などの書類の電子化が進んでいます。
　国税庁では、控除証明書データを利用して簡単に保険料控除申告書などの電子データを作成することができる「年
末調整控除申告書作成用ソフトウェア（年調ソフト）」を提供しており、年末調整手続きを「年調ソフト」で電子
化すれば、事務負担を軽減することができます。

●年末調整手続の電子化による手続きの流れ
　�①従業員が、保険会社等から控除証明書を電子データで受領
　②従業員が、①の電子データを年調ソフトにインポート(自動入力、控除額の自動計算)
　③従業員が、控除額が自動計算された保険料控除申告書等などの書類を電子データにより勤務先へ提供
　④勤務先において、③の電子データを給与システムにインポートして年税額を計算
　※ご利用の給与システムが年調ソフトから出力されたデータの取り込みに対応している必要があります。

●年末調整の電子化のメリット
　�・控除等の記入・手計算が不要
　・年末調整関係書類の保管コストの削減
　・勤務先・従業員からの問い合わせが減少
　詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
　URL：https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

　毎年１月末までに前年の給与所得に係わる給与支払報告書等を提出いただいていますが、計算が不安なことはあ
りませんか。町ホームページでは、年末調整済みの給与支払報告書の計算を確認するエクセルファイルを掲載して
います。ぜひ、提出する前にご活用ください。
　URL：https://www.nakashibetsu.jp/kurashi/zeikin/chominzei/kyuho/
　また、給与支払報告書等の提出は、eLTAX（電子申告）で行うこともできます。窓口混
雑緩和や接触を控えるためにも積極的なご利用をお願いします。

問い合わせは、税務課まで。

町ホームページ
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知っていますか？「里親制度」
～知ることで、できることがある～

　里親制度とは、さまざまな事情で家族と暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れ養育する制度です。
　子どもが家庭で暮らせない期間は子どもの事情によってさまざまです。数日間や１か月など短期間のケースも
あります。「短い期間なら協力できる」という方でも里親として登録できます。
　子どもたちを家族の一員として迎え入れ、豊かな愛情をもって養育してくださる方々の里親登録をお願いしま
す。

　子どもを育てるために必要な生活費、教育費、医療費などが支給されます。

⃝最寄りの児童相談所へ相談
⃝�条件や制度・手続きについて説明を
受ける

⃝研修の受講
⃝児童相談所による家庭訪問

⃝�北海道社会福祉審議会での審査を経
て認定・登録

⃝�児童相談所は、子どもの状況等を踏
まえ、子どもとの交流後、正式に子
どもの養育を委託します

１人あたり：約９万円／月

乳児：約６万円／月　　乳児以外：約５万２千円／月

〇里親には４つの迎え入れ方があります

〇養育費が支給されます

＋

〇里親になるためには相談・登録が必要です

養育里親の場合の支給例

里親手当

生 活 費

問い合わせは、中標津町役場 子育て支援室（❸73-3111）／北海道釧路児童相談所（❸0154-92-3717）まで。

養 育 里 親 養子縁組里親

　家族と暮らせない18歳未満の
子どもを一定期間、家庭に迎え
入れて養育します。期間は１年
未満の場合もあれば長期の場合
もあります。

養子縁組によって、子ど
もの養親となることを希望
する里親です。

専 門 里 親 親 族 里 親

　養育里親のうち、虐待や非行、
障がいなどの理由により専門的
な援助も必要とする子どもを養
育する里親です。

　実親が死亡、行方不明などにより
養育できない場合に、祖父母などの
親族が子どもを養育する里親です。

相談する

登　　録

研修・家庭訪問

迎え入れ

STEP
1

STEP
3

STEP
2

STEP
4



5 広報なかしべつ　2021.11

◆対象施設・月額限度額

◆給付を受けるための手続き

　令和元年10月１日からスタートした幼児教育・保育の無償化では、認可外保育園や幼稚園等の預かり保育な
どを利用した際に施設へ支払った保育料（利用料）については、町から「保育の必要性の認定」を受けた場合、
次の限度額まで給付が受けられます。
　給付を受けるためには、事前に「保育の必要性の認定申請」が必要です。また、保育料（利用料）を支払った
後に、払い戻しの請求手続きをする必要があります（領収書の有効期限は、利用月の翌月から２年です）。

※保育の必要性の要件は、就労（月60時間以上）、妊娠・出産、疾病、障がい、介護、就学、求職活動などがあります。
　また、世帯の状況（住所・保護者・氏名）・就学先・勤務形態・保育の必要性の要件等が変更になった場合は手続きが必要となります。
※新１号認定は、新制度に移行していない幼稚園等を利用している場合に該当になります。町内に該当する施設はありません。

※認定後に利用した分の保育料（利用料）から対象です。認定に１か月程度要する場合があります。
※給付月は、２月、５月、８月、11月（年４回）です。給付月の前月までに受け付けした請求書について審査し、口座へ振り込みます。

新入園児募集
令和４年度 　広報10月号でもお知らせしましたが、以下の施設では、来年度４月

入園希望のお子さんの申し込みを受け付けています。希望される保護者
の方は、以下の申込期限までに申請書等を提出してください。

対象施設 町立中標津保育園
泉保育園

愛光幼稚園・カトリック幼稚園
ひかり幼稚園・第２ひかり幼稚園 計根別幼稚園

申込書類
の配付 子育て支援室

（役場１階窓口④番）

入園希望の施設
計根別幼稚園

申 込 先 １号認定　入園希望の施設
２号認定　子育て支援室（役場１階窓口④番）

申込期限 12月20日㈪まで
１号認定　各施設ごとに異なりますので
　　　　　各施設にご確認ください
２号認定　12月20日㈪まで

11月24日㈬まで

認可外保育園・幼稚園等預かり保育・一時預かり事業等の

幼児教育・保育の無償化について

対象施設・事業 認定区分
年齢区分 給付を受けるための要件 月額限度額

■認可外保育園
　◦ニューグリーンハウス保育園
　◦キッズルームこぐま
　◦星の子保育園
■一時預かり事業
　◦る・る・る
　◦えみふる（計根別）
■病児保育事業
　◦スキップ（こどもクリニック内）
■ファミリー・サポート・センター事業
　◦る・る・る

新２号認定

３歳児～５歳児

共働き世帯等で保育の必要性があ
る満３歳になった後の４月１日か
ら小学校就学前の子

月額37,000円
※�給食費や教材費
等は対象になり
ません。

新３号認定

０歳児～２歳児

市町村民税非課税世帯であり、共
働き世帯等で保育の必要性がある
０歳から満３歳になった後の３月
31日までの子

月額42,000円
※�給食費や教材費
等は対象になり
ません。

■幼稚園等預かり保育事業
　◦愛光幼稚園
　◦カトリック幼稚園
　◦ひかり幼稚園
　◦第２ひかり幼稚園

新２号認定

３歳児～５歳児

共働き世帯等で保育の必要性があ
る満３歳になった後の４月１日か
ら小学校就学前の子
※�満３歳になる年度の年度内は、
非課税世帯のみが対象です。

月額450円×
利用日数

※�おやつ代や教材
費等は対象にな
りません。

① 事　前　手　続　き
保育の必要性の認定申請

② 利用した翌月以降の手続き
給付（払い戻し）の請求

提出書類
⑴　施設等利用給付認定申請書
⑵　保育の必要性の要件を証明する書類

⑴　施設等利用費請求書
⑵　施設等が発行する『提供証明書�兼�領収書』

※申請書、保育の必要性の要件を証明する書類の様式、請求書は子育て支援室で配布します。

提 出 先 子育て支援室（役場１階窓口④番）

詳しくは、子育て支援室 子育て支援管理係まで。
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　第６期中標津町総合発展計画の終了に伴い新たに策定した、2030年度（令和12年度）を
目標年度とする第７期中標津町総合計画がスタートします。

　まちづくりの総合的な計画として最も上位に位置づけられるものであり、「基本構想」、「基本計画（前期・後期）」、
「実施計画」の３つで構成されます。

　まちの特性、社会・経済動向、町民の意向、対応すべき課題を踏まえ、多くの方からのご提言・ご意見をいた
だき検討を重ねた結果、次のとおり基本構想に掲げています。

　５つの分野（「行財政」、「健康・福祉・子育て」、「経済・産業」、「都市基盤・生活環境」、「教育・文化」）の基本
となる目標を定め、その目標達成のための各種施策に取り組んでいきます。さらに各分野すべてに共通して取り
組むべき目標として協働や横断的連携の強化などを目指した横断的な目標「つながる」を設定しています。基本
計画は前期と後期の各５か年に分け、前期基本計画が終了する2025年度（令和７年度）に計画の見直しを行い、
効率的・効果的な町政経営の推進に努めます。また、協働のまちづくりの観点から、町民・団体・企業とともに
取り組む目標として「みんなの行動目標」を掲げています。

今後10年間の新しいまちづくりの指針
「第７期中標津町総合計画」がスタート�

1
い い
1月3

みらい
0日は年金の日

　第７期中標津町総合計画の概要を示したダイジェスト版は、令和４年１月頃にご家庭へ配布を予定し
ています。
　また、総合計画基本構想および前期基本計画については、町ホームページなどでご覧いただけます。

基本理念
　１．住む人が「つながる」まち
　２．そとの人と「つながる」まち
　３．しごとが「つながる」まち
　４．まわりの自治体と「つながる」まち

人口目標　22,000人

将来像
空とみどりが人をつないでいくまち　中標津
～住みたいまち　住み続けたいまち～

問い合わせは、企画課 企画調整係まで。

「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。

●将来受け取る年金見込額が知りたい　　　●自分の年金記録を確認したい
●電子版「ねんきん定期便」を閲覧したい　●保険料の納め忘れがないか調べたい　など

ご利用には「ねんきんネット」への登録が必要です。

■総合計画とは

■まちづくりの方向性を示す基本理念、まちの将来像、2030年度の人口目標

■まちの将来像の実現に向けて

あなたの年金　簡単便利な「ねんきんネット」で

■日本年金機構ホームページから
　�　「年金手帳」「年金証書」など基礎年金番号が
わかるものをご用意ください。また、ねんきん
定期便などに記載されている「アクセスキー」
をお持ちの場合は、こちらもご用意ください。

　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

■スマートフォンで「マイナポータル」から
　�　マイナンバーカードをお持ちの方は、ねんきん
ネットに登録していなくても、スマートフォン※を
使用して「マイナポータル」から簡単に利用できます。
　※�マイナンバーカード読取対応のスマートフォン

　https://myna.go.jp

問い合わせは、日本年金機構専用ダイヤル（❸0570-058-555）まで。

ねんきんネット マイナポータル

　中標津空港や酪農を中心とした第１次産業、豊かな自
然環境などを活かしながら、「町民」「団体」「企業」「行政」
がつながることにより、町の活気や支え合い、新たな価
値の創造などにつなげ、「住みたいまち、住み続けたい
まち」に向かっていくことを目指します。
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広告

『認知症サポーター養成講座』を開催します�
～地域包括支援センターからのお知らせ～

　認知症は誰しもがなりうる病気です。中標津町では認知症を正しく理解し、地域や職域で認知症の方やその
家族を温かい目で見守り・支える人を養成する「認知症サポーター養成講座」を開催します。認知症への偏見
をなくし、理解を深めて自分のできることを考えてみませんか？

日　　時　12月15日㈬　13時30分～14時45分
場　　所　中標津町総合福祉センター (プラット)　三世代交流室
参加対象　町内在住の18歳以上の方
定　　員　15人
参 加 料　無料
　　　　　※�参加された方には、認知症サポーターカードをお渡しします。
内　　容　認知症キャラバンメイト（地域包括支援センター職員）による講話
申し込み　12月10日㈮　17時まで
　　　　　電話で氏名・年齢・電話番号をお知らせください。

※�当日、発熱・体調不良がある場合には参加はご遠慮ください。また、参加される際はマスクの着用をお
願いします。

　８月以降の緊急事態措置に伴う道の要請などにより経営に影響が及んでいる事業者のうち、道の緊急事態措置
協力支援金や国の月次支援金の対象とならない事業者を対象に、道が「道特別支援金Ｃ」により支援を行います
が、この支援金の給付決定を受けた事業者を対象に、町が「中標津町中小企業等特別支援金（以下、町支援金）」
として支援金の上乗せによる支援を行います。
　申請の受付は道が一括対応しますので、事業者様の手続きが簡素化されます。町支援金の活用には道特別支援
金Ｃの申請が必須となりますので、事業者様には経営の安定化に向け、ぜひ道特別支援金Ｃを活用ください。

中標津町中小企業等特別支援金について

問い合わせは、経済振興課 商工労働係まで。

申し込み・問い合わせは、中標津町地域包括支援センター（介護保険課 介護支援係）まで。

■対 　 象
　�　道特別支援金Ｃ※の給付決定を受けたもののうち、
町内に本店を有する法人または本町に住民登録をし
ている個人事業者
　※道特別支援金Ｃ
　　　対　象：�８月～10月のいずれかの月の売上げ

が、対前年または前々年より30％～
50％未満減少した事業者

　　　給付額：法人20万円、個人10万円
■給 付 額
　・法人：20万円（道特別支援金Ｃと合算で40万円）
　・個人：10万円（道特別支援金Ｃと合算で20万円）
■申 　 請
　�　１月31日㈪までに道特別支援金Ｃの申請を行
なってください。町への申請は不要です。

■そ の 他
　・�道特別支援金Ｃについては、道が受付を開始
しています。詳しくは、道ホームページや、
電話（❸011-351-4101）にてご確認くだ
さい。申請書は役場庁舎１階ロビーや計根別
支所に設置しています。

＜開催告知＞
�　コロナに負けるな！新型コロナウイルス感染症
対策経営改善相談会
　日　時　11月22日㈪　10時～17時
　会　場　中標津経済センター（なかまっぷ）
　支援金の相談も可能！
　ぜひ、この機会をご利用ください。



8広報なかしべつ　2021.11

一般会計の収支状況

令和３年度

　財政公表は、町民のみなさんに納めていただいた町税等がどの
ように使われているかなどを、年２回（上半期、決算）お知らせ
するものです。今回は、令和３年度上半期（９月末現在）におけ
る予算執行状況についてお知らせします。なお、公表数値につい
ては円単位のものを四捨五入し、万円単位で表記していますので、
合計の額や％の数字が一致しない場合があります。

上半期財政公表

歳　　入

歳　　出

項　　　　目 予　算　現　額 収　入　済　額 収入率 前年同期
町 税 31億8,193万円 18億2,414万円 57.33％ 56.94％
地 方 譲 与 税 2億1,081万円 6,607万円 31.34％ 28.52％
利 子 割 交 付 金 300万円 94万円 31.40％ 15.94％
配 当 割 交 付 金 700万円 163万円 23.21％ 21.13％
株式等譲渡所得割交付金 800万円 － － －
法 人 事 業 税 交 付 金 3,000万円 2,219万円 73.98％ －
地 方 消 費 税 交 付 金 5億6,500万円 3億2,629万円 57.75％ 54.44％
環 境 性 能 割 交 付 金 1,300万円 499万円 38.36％ 24.80％
地 方 特 例 交 付 金 6,911万円 2,287万円 33.09％ 122.43％
地 方 交 付 税 47億2,821万円 32億6,323万円 69.02％ 65.03％
分 担 金 及 び 負 担 金 2億2,755万円 6,573万円 28.89％ 26.13％
使 用 料 及 び 手 数 料 2億9,518万円 1億3,891万円 47.06％ 46.71％
国 庫 支 出 金 20億8,308万円 8億2,455万円 39.58％ 69.48％
道 支 出 金 26億9,073万円 1億6,993万円 6.32％ 8.70％
繰 入 金 2億9,952万円 － － －
繰 越 金 6,493万円 2億6,523万円 408.48％ 288.00％
町 債 20億2,650万円 － － －
そ の 他 4億4,577万円 9,666万円 21.68％ 41.58％

合　　　　　計 169億4,931万円 70億9,335万円 41.85％ 48.85％

項　　　　目 予　算　現　額 支　出　済　額 執行率 前年同期
議 会 費 9,010万円 4,593万円 50.98％ 47.93％
総 務 費 19億1,072万円 2億3,234万円 12.16％ 82.27％
民 生 費 26億6,747万円 10億9,013万円 40.87％ 40.94％
衛 生 費 24億7,522万円 17億6,328万円 71.24％ 76.26％
労 働 費 633万円 499万円 78.74％ 79.01％
農 林 業 費 24億� 　128万円 1億� 　724万円 4.47％ 7.18％
商 工 費 1億5,807万円 7,938万円 50.22％ 64.02％
土 木 費 17億9,150万円 7億� 　455万円 39.33％ 34.34％
消 防 費 4億2,044万円 2億2,587万円 53.72％ 53.28％
教 育 費 16億5,803万円 5億7,416万円 34.63％ 29.64％
災 害 復 旧 費 100万円 － － －
公 債 費 17億3,000万円 8億9,098万円 51.50％ 50.81％
職 員 費 16億2,987万円 7億7,538万円 47.57％ 44.01％
予 備 費 930万円 － － －

合　　　　計 169億4,931万円 64億9,423万円 38.32％ 50.59％

町の花・エゾリンドウ町の花・エゾリンドウ
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【予算総額】
　令和３年度の一般会計予算は当初134億4,300万円でスタートしましたが、その後、前年度からの繰越事業費29
億5,493万円（高度無線環境整備推進事業、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業等）や５回の補正予算により、
９月末現在では169億4,931万円の予算総額となっています。補正予算の主な内容としては、すずらん団地解体事業
等により総務関係予算が２億3,744万円の増加、感染防止休業・時短営業協力金事業の追加等により商工関係予算が
6,120万円の増加、ＧＩＧＡスクール構想に伴う学校ＩＣＴ環境整備事業等により教育関係予算が1,720万円の増加
などとなっています。

貯金（基金）の状況

※人口は９月末現在の22,974人で算出（前年同期は23,216人）

借金（町債）の状況

町税等の収入状況

※調定額　～　納入義務者に対して実際に賦課された税金の額

特別会計の収支状況

企業会計の収支状況

区　　　分 現金残高 前年同期
財 政 調 整 基 金 4億7,454万円 4億1,008万円
土 地 開 発 基 金 1億1,698万円 1億1,609万円
減 債 基 金 1億1,781万円 1億1,779万円
国保財政調整基金 3億3,182万円 2億9,637万円
介護給付費準備基金 2億� 　459万円 2億2,215万円
簡水財政調整基金 1億8,779万円 9,736万円
そ の 他 11億8,053万円 13億4,407万円
合　　　計 26億1,405万円 26億  　390万円

人口１人あたり 11万3,783円 11万2,160円

区　　　　分 調　定　額 収 入 済 額 収入率 前年同期

町　
　
　
税

町 民 税 15億6,518万円 6億5,946万円 42.1％ 43.3％
固 定 資 産 税 13億1,218万円 8億4,730万円 64.6％ 63.0％
軽 自 動 車 税 8,187万円 7,788万円 95.1％ 94.9％
た ば こ 税 1億4,109万円 1億4,107万円 100.0％ 100.0％
入 湯 税 486万円 460万円 94.7％ 73.8％
都 市 計 画 税 1億4,723万円 9,383万円 63.7％ 62.3％

国 民 健 康 保 険 税 8億4,457万円 2億7,928万円 33.1％ 31.6％
合　　　　計 40億9,699万円 21億  　341万円 51.3％ 50.8％

会　　　　計 予 算 現 額 収 入 済 額 支 出 済 額 執行率 前年同期
町 営 牧 場 6,973万円 3,732万円 4,440万円 63.7％ 61.1％
国 民 健 康 保 険 事 業 27億8,324万円 10億1,144万円 9億2,165万円 33.1％ 31.4％
下 水 道 事 業 11億6,054万円 4億1,509万円 3億5,899万円 30.9％ 30.9％
後 期 高 齢 者 医 療 2億9,252万円 1億1,129万円 1億� 　� 72万円 34.4％ 32.9％
介 護 保 険 事 業 16億2,751万円 7億3,267万円 6億9,233万円 42.5％ 43.0％
簡 易 水 道 事 業 6億4,461万円 1億6,511万円 1億3,805万円 21.4％ 24.6％

合　　　　計 65億7,814万円 24億7,292万円 22億5,615万円 34.3％ 33.9％

会　　　　計 収　　　　　　入 支　　　　　　出
予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額 執行率

水道
収 益 的 収 支 5億� 　699万円 2億4,462万円 48.2％ 4億3,130万円 8,592万円 19.9％
資 本 的 収 支 1億2,880万円 － 0.0％ 5億2,211万円 1億5,593万円 29.9％

計 6億3,579万円 2億4,462万円 38.5％ 9億5,341万円 2億4,185万円 25.4％

病院
収 益 的 収 支 41億3,914万円 26億5,971万円 64.3％ 41億5,979万円 19億9,282万円 47.9％
資 本 的 収 支 5億5,070万円 2億4,723万円 44.9％ 7億6,305万円 2億5,870万円 33.9％

計 46億8,984万円 29億� 　694万円 62.0％ 49億2,283万円 22億5,152万円 45.7％
合　　　　計 53億2,562万円 31億5,156万円 59.2％ 58億7,624万円 24億9,337万円 42.4％

会　　　計 未償還残高 前年同期
一 般 会 計 178億3,512万円 178億7,709万円
町 営 牧 場 1億7,152万円 1億7,476万円
下 水 道 事 業 33億3,001万円 35億8,145万円
簡 易 水 道 事 業 25億3,625万円 23億7,015万円
水 道 20億3,620万円 20億4,937万円
病 院 24億6,569万円 24億6,643万円
合　　　計 283億7,481万円 285億1,929万円

人口１人あたり 123万5,084円 122万8,433円

問い合わせは、財政課 財政係まで。
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家電リサイクル品の排出方法について

高濃度ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の期限内処理について

　家電リサイクル法により、不要になった特定家電品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯
機・衣類乾燥機・エアコン）はリサイクルすることが義務付けられているので、粗大ご
みとして出すことができません。

　ＰＣＢ廃棄物の処分には期限が定められています。
　現在使用中でも期限までにＰＣＢ廃棄物として処分を終える必要がありますので、早めの準備を行なってくだ
さい。
　処分に関する情報は以下のサイトにて検索するか、根室振興局 環境生活課 地域環境係までご連絡ください。

 処理方法❶ 　買い替えや廃棄するだけの場合
　　製品を購入した店舗にご相談ください。
 処理方法❷ 　処理方法１によることができない場合
　　⑴指定引取場所まで持ち込む　　⑵町内の家電を取り扱っている店舗に依頼する

問い合わせは、企画課 行政改革・協働推進係まで。

問い合わせは、生活課 環境衛生係まで。

自治基本条例の見直しについての諮問に対する答申を行いました
　中標津町自治推進会議では、４月14日に町長より中標津町自治基本条例第37条の規定に基づく自治基本条例
の見直しについて諮問を受け、継続して検討・協議を進めてきましたが、この度、答申を行いましたので内容に
ついて紹介します！

⑴　条文の見直しを求める事項
　�　公職選挙法が改正され、選挙年齢を満20歳以上から満18歳以上に引き下げられたことや、成年年齢を
齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が、令和４年４月１日か
ら施行となることから、青少年および子どもの定義を幅広く読み取れる表記とするよう条文の見直しを求
めます。

⑵　引き続き検討を行っていただきたい課題
　�　自治の基本原則である「情報共有」「町民参加」「協働」の推進について、引き続き検討を行なっていた
だくこと、また、現在の自治推進会議が設置されてからこれまでの５年間で取り組んできた、中標津町自
治基本条例がどれだけ町民に浸透しているかを確認するための独自アンケート調査の実施や、町広報紙を
活用した全条文の解説掲載などの周知啓発活動、町議会および全町内会連合会役員との対話による意見交
換会などは今後も継続していただきたいとのことで一致しており、次回見直しまでの５年間においても、
さらにさまざまな手法により中標津町自治基本条例を多くの町民に浸透させるための取り組みの推進につ
いて、引き続き検討を行なっていただきたい課題として意見します。

●�答申内容（一部抜粋）●

みんなで中
ま　　ち

標津づくりに参加しよう ～自治基本条例～
その27

広告

 PCB早期処理情報サイト 　http://pcb-soukishori.env.go.jp（町ホームページにも掲載しています）
 根室振興局環境生活課地域環境係 　❸0153-23-6821
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ワンポイント防 災 第91回 住まいの耐震化

詳しくは、総務課 防災係まで。

じゃがいもずきん
「ききぼう」くん

　北海道太平洋沖の千島海溝付近で、
東日本大震災のようなマグニチュード
９クラスの超巨大地震、根室沖でマグ
ニチュード7.8～8.5程度の巨大地震
の発生が切迫している可能性が高いと
発表されています。

　もしものときに備えて、建物の現状
を把握し耐震対策をすることが重要で
す。

　1995年（平成７年）に発生した阪神・
淡路大震災では、多くの方が犠牲となり、
亡くなられた方の大半は建物などの倒壊に
よる圧迫死・窒息死によるものとされてい
ます。
　特に、昭和56年以前の建築基準法の旧
耐震基準により建築された住宅の約64％
が大きな被害を受けており、昭和56年以
前の住宅等の耐震化を推進することが急務
となっています。

中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付制度

■補助の対象となる事業
　＊耐震診断
　　�　現地調査や構造計算によって、建物に耐震性
があるかを建築士に判定してもらう。

　＊補強設計
　　�　耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」
または「倒壊する可能性が高い」と判定された
場合に補強方法を設計してもらう。

　＊耐震改修
　　�　策定された補強計画に基づき、耐震改修（補
強）工事を行う。

■補助の主な要件
　�　次のいずれにも該当する中標津町内にある既存
住宅が対象となります。
　＊�中標津町内に住所を有し、町税等を完納してい
る申請者自らが居住している既存住宅

　＊�昭和56年５月31日以前に着工されたもの
　＊�耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」また

　中標津町では、地震などによる住宅の倒壊を防
止し、その安全性の向上を図るために、「耐震診断」
や「耐震改修」などを行う住宅の所有者に対して、
その事業に要する費用の一部を補助する制度を設け
ています。

は「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅
■補助限度額（１戸あたり）

■申請方法
　�　必要な書類や図面を添えて、所定の申請書に必
要事項を記入の上、提出してください。
　※�補助金を受けるには、着手する前に申請が必要
です。まずは総務課防災係（役場２階窓口①番）
へご相談ください。

■申請期間
　�　各年度の９月30日まで
　　（令和３年度の申請受付は終了しています）
■その他
　�＊�期間内であっても予算枠に達した場合は申請受
付を終了します。

　＊�申請から補助金交付までを同じ年度内に行なっ
ていただきます。

●申請手続きの流れ

対象事業 補助対象経費 補助金交付額
（最大）

耐震診断 耐震診断に要する経費 ８万９千円�

補強設計 補強設計に要する経費 １０万円�

耐震改修
耐震改修工事に要する
経費（工事実施に伴う
付帯工事を含む）

７０万円�

受
理
・
審
査

受
理
・
審
査

事
前
相
談

交
付
申
請

交
付
決
定
通
知

着
手
（
契
約
）

完
了

補
助
額
確
定
通
知

補
助
金
の
請
求

補
助
金
の
振
込
み

補助金請求書を提
出してください

書類審査（必要に応じて現地調査）を行
なった後、補助金額を確定し、通知します

補助金の交付が決定すれば、
町より通知します

着手（契約）後の申請受付は
できないので、必ず事前に相
談してください

交付決定日以降に着手して
ください（契約は交付決定
後に行なってください）

完了した日から30日以内
に完了実績報告書を提出し
てください
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問い合わせは、中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係まで。

中標津町保健センター 健康推進課 健康推進係
健康　 いちばん

　新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が行われるようになり、「基礎疾患」という言葉を耳にする方も
増えたと思います。新型コロナウイルス感染症で注意が必要な基礎疾患は、「心臓病」「腎臓病」「肝臓病」「糖
尿病」「抗がん剤や免疫抑制製剤を使用する病気（がんやリウマチなど）」「呼吸器の病気」「ＢＭＩ（体格を表
す指数）30以上の肥満」などがあります。
　これらの基礎疾患は人間の免疫力を低下させ、新型コロナウイルス感染症にかかった場合に、重症化あるい
は死亡するリスクを高めるおそれがあります。
　例えば、糖尿病（高血糖）の場合、免疫の要である白血球・リンパ球に糖がくっついてしまうことで働きが
弱くなり、免疫力の低下につながります。
　新型コロナウイルスの感染を予防するだけでなく、基礎疾患をしっかり治療して重症化を予防することも大
切です。
　感染が気掛かりで病院へ足が向きにくい方もいるかもしれません。しかし治療を中断すると確実に病気の悪
化につながります。過度な受診控えはせず、医師と相談しながら適切に受診を続けましょう。

　みなさんは、自分に基礎疾患があるか、ないかを知っていますか？
　糖尿病や心臓病などの基礎疾患は自覚症状がないまま進行している場合があります。普段、病院を受診する
機会がない方や受診していても検査をしていない方は特に注意が必要です。年に一度は健診を受診し、血液検
査や尿検査、心電図検査の結果から今の体の状態を確認しましょう。
　新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言期間を経て、感染対策をしながらもようやく外出しやすく
なってきました。お仕事などの予定を踏まえながら健診の受診計画を立ててみましょう。
　保健センターでは集団健診のほか、各検診機関を会場とした個別健診も行なっています。また、健康診査だ
けでなく各種がん検診も実施しています。

　保健センターで開催している「個別結果説明会」では、健診の結果を経
年表にまとめてお返しします。前回の健診と比較して悪化していないかな
ど、健診結果はしっかりと確認し、必要に応じて生活を見直すことが大切
です。希望される方には、保健師や管理栄養士が直接、結果について説明
させていただきます。
　コロナ禍の中で、外出自粛などにより生活リズムが乱れやすい今こそ、
体の状態を知り、自分の健康状態と向き合ってみてはいかがでしょうか。

　町では健診を受けた方が参加できる「なかなか健康なかしべつポイ
ント」を開催中。会社で受けた健診も、自分で検診機関へ行って受け
た健診も、どれもがポイントとして換算されて素敵なプレゼントが当
たる抽選に応募することができます。
　みなさんのご応募をお待ちしています。

● 基礎疾患にご注意を

● 健康診査を受けましょう

● 健診結果をしっかり見直す

● 健診を受けて応募する

なかなか健康なかしべつ～年１回、健康診査を受けましょう～

病気に気づく・病気の重症化を防ぐ

ウイルス

健康な人
白血球・リンパ球

白血球・リンパ球の
力でウイルスに対抗
し、排除

糖が白血球・リン
パ球の働きを邪魔
する

糖 糖

白血球・リンパ球

糖尿病（高血糖）
HbA1c6.5以上

発症
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住宅の修理に火災保険が使えるという勧誘にはご注意を�
　保険金の代行申請をするという会社から「火災保険で負担なく住宅の修理ができる」「調
査無料で保険金の申請もサポートする」などと勧誘され依頼したが、実際には保険金だけで
は修理ができないことがわかりキャンセルを申し出ると、高額な調査実費や解約料を請求さ
れるといったトラブルの相談が増加していると損害保険協会や国民生活センターでも注意を
呼びかけています。

◦�調査、見積もり無料となっていても、有料の申請サポートと修理契約が条件の場合があるため、申し込
みの前に内容をしっかり確認しましょう。
◦�保険金の支払いの可否は保険会社が判断するため、見積もりに古くなり壊れた箇所などが含まれている
場合は補償対象外となり減額や支払われないこともあります。見積もり内容が適正かの判断は難しいた
め、相見積もりで比較するなど慎重に検討しましょう。
◦�保険金の請求は契約者自身で行うことができます。自分の契約している保険の内容を確認して、不明な
点などがあれば契約している損害保険会社に直接相談しましょう。

「ひとりで悩まずにまずは相談を�」みなさんへのアドバイス

相談は、中標津町消費生活センター（役場生活課内）まで。

知っ得
くらしの

ガイド

　「中標津町地域おこし協力隊」の新しい隊員が10月１日に着任し、町長から辞令が交付されました。
　地域おこし協力隊とは、各種の地域協力活動に従事する人材を都市地域等から誘致し、その定住・定着およ
び地域活性化を促進するため、総務省の支援を受けて実施しているものです。
　宮長隊員は、地域の活性化や観光振興を図るため、ふるさと納税事業などのなかしべつ観光協会の事業支援
や、外部目線による新たな旅行商品の企画販売など、おもに町の観光振興に関わる活動を行います。
　現在着任している３人の地域おこし協力隊とともに、さまざまな活動を通して中標津町を盛り上げていきま
す。

地域おこし協力隊が着任しました�新しい

広告

　中標津町のみなさん、初めまして。
　10月から新しく地域おこし協力隊に就任しました宮長寛大で
す。
　出身は兵庫県高砂市で、これまで関西、関東で学生時代を過ご
し、大学卒業後、ＪＩＣＡ海外協力隊として中南米のグアテマラ
で野球競技人口増加のための普及活動と地域の子どもたちに対し
て野球技術の指導を行なってきました。
　中標津町での生活は自然の豊かさを体験でき、野生動物に出会
えること、道路の幅が広いこと、全て新鮮に感じます。開陽台か
らの景色は開放感があり、北海道のスケールの大きさに圧倒され
るとともに心が穏やかになりました。中標津町のことはまだまだ
何も知らない状態なので、地域のみなさんとコミュニケーション
を取り、中標津町のことをたくさん知って、町の魅力を日本全国
に発信していきたいと思います。

隊員を紹介します

�氏　　名　宮
みや
長
なが
　寛

かん
大
だい

前住所地　大阪府堺市
趣　　味　スポーツ、読書、
　　　　　映画鑑賞
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　中標津町では町民の皆さ
んへ緊急的に情報提供が必
要な場合に備え、中標津町
緊急情報メール（キキボウ）
にて情報発信を行う体制を
整備しています。
　登録については、次のア
ドレスに空メールを送信し
てください。
nakashibetsu@
raiden.ktaiwork.jp

■中標津町役場
　❸73-3111
■中標津町役場
　計根別支所
　❸78-2211
■中標津町保健センター
　❸72-2733
■中標津警察署
　❸72-0110
■中標津消防署
　❸72-2181
■中標津保健所
　❸72-2168

くらしくらし
のの

ひろばひろば
Information
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休
日
に
納
税
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
当
日
窓
口
で
は
町
税
と
国

民
健
康
保
険
税
の
み
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
納
税
課�

収
納
係

土
地
建
物
の
登
記
手
続
き
は
お
早
め
に

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有

者
（
登
記
名
義
人
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
土
地
建

物
の
名
義
変
更
や
取
り
壊
し
等
の
登
記
手
続
き
は
、

法
務
局
中
標
津
出
張
所
で
お
早
め
に
お
済
ま
せ
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
納
税
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
「
相
続

人
代
表
者
指
定
書
」
を
、
未
登
記
建
物
の
名
義
変

更
と
取
り
壊
し
の
手
続
き
は
「
未
登
記
家
屋
所
有

権
移
転
報
告
書
」
お
よ
び
「
家
屋
取
壊
報
告
書
」

を
税
務
課
資
産
税
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課�

資
産
税
係

 

一　
般

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド　
　
　
　
　
　

夜
間
・
休
日
窓
口
に
つ
い
て

　
平
日
や
日
中
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
が
困
難
な
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
夜

間
・
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
に

限
ら
ず
、
券
面
事
項
・
電
子
証
明
書
の
更
新
手
続

き
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る
手
続
き
で

あ
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

時
夜
間
窓
口　
11
月
16
日
㈫　
18
時
～
20
時

　
休
日
窓
口　
11
月
28
日
㈰　
９
時
～
17
時

�

問
住
民
保
険
課�

戸
籍
住
民
係

年
金
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

時
12
月
７
日
㈫　
13
時
～
17
時

　
12
月
８
日
㈬　
９
時
～
14
時

所
中
標
津
町
役
場　
２
階
２
０
２
号
会
議
室

申�

釧
路
年
金
事
務
所
❸
０
１
５
４
（
６
１
）
６
０

０
０
ま
た
は
０
１
５
４
（
６
１
）
６
０
０
１

※�

電
話
を
か
け
る
と
自
動
音
声
が
流
れ
ま
す
。
最

内
問
診
、
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
撮
影

対
40
歳
以
上
の
女
性

　
（�

検
診
の
間
隔
は
２
年
に
１
回
）

　
※�

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
の
使
用
、
豊
胸
手
術
を
さ

れ
て
い
る
方
は
、
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

￥
２
，
４
０
０
円
（
70
歳
以
上�

１
，
６
０
０
円
）

締
11
月
19
日
㈮

他�

受
診
す
る
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
検
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

 

税　
金

11
月
は
国
民
健
康
保
険
税
（
第
６
期
）
と

固
定
資
産
税
（
第
４
期
）
の
納
期
で
す　

　
【
納
期
限
は
11
月
30
日
】

　
今
月
納
期
分
の
指
定
口
座
か
ら
の
振
替
は
11
月

30
日
㈫
で
す
。
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ
て
い
る

方
は
前
日
ま
で
に
残
高
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

～
納
期
が
既
に
経
過
し
て
い
ま
す
～

〇
町
道
民
税
（
第
１
～
３
期
）

〇
固
定
資
産
税
（
第
１
～
３
期
）

〇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
１
～
５
期
）

〇
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

　
町
で
は
、
今
月
よ
り
納
期
内
納
付
奨
励
強
化
月

間
と
し
て
、
文
書
や
電
話
、
臨
戸
に
よ
る
催
告
を

強
化
し
て
行
い
ま
す
が
、
納
付
や
相
談
に
応
じ
な

い
方
に
対
し
て
は
、
職
場
調
査
・
預
金
調
査
な
ど

を
行
い
、
差
押
え
等
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
す
の
で
、
定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
納

め
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
納
期
を

過
ぎ
て
か
ら
納
め
る
と
、
延
滞
金
を
納
め
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

≪
夜
間
・
休
日
相
談
窓
口
≫

■
夜
間
相
談
日

11
月
16
日
㈫　
　
18
時
～
20
時

■
休
日
相
談
日

11
月
28
日
㈰　
　
９
時
～
17
時

　
平
日
の
昼
間
に
時
間
が
と
れ
な
い
方
は
、夜
間・

対�

20
歳
以
上
の
方

　
※�

内
服
治
療
中
の
方
は
主
治
医
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

定�

１
日
２
人

￥�

20
～
69
歳
：
２
，
７
０
０
円

　
70
～
74
歳
：
１
，
３
０
０
円

　
�

中
標
津
町
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
、
生
活
保
護
世
帯
の
方
：
無
料

締�
11
月
19
日
㈮

他�
受
診
す
る
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
検
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

子
宮
頸
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ（
12
月
分
）

時�

12
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭
の
毎
週
月
～
金
曜
日

　
※
受
付
は
８
時
30
分
～
11
時
ま
で

所
町
立
中
標
津
病
院

内
頸
部
細
胞
診
、膣
エ
コ
ー
検
査
（
希
望
者
の
み
）

対
20
歳
以
上
の
女
性

　
（
検
診
の
間
隔
は
２
年
に
１
回
）

￥
２
，
０
０
０
円
（
70
歳
以
上�

１
，
３
０
０
円
）

　
膣
エ
コ
ー
検
査
は
１
，
７
５
０
円

締
11
月
19
日
㈮

他�

受
診
す
る
際
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
検
診
券
を
発
行
し
ま
す
。

申
問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

乳
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ（
12
月
分
）

時
12
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭
の
毎
週
月
～
金
曜
日

　
※
受
付
は
①
14
時
～

　
　
　
　
　
②
14
時
30
分
～

　
　
　
　
　
③
15
時
～

所
町
立
中
標
津
病
院

 

健　
康

「
特
定
健
康
診
査
」個
別
検
診
の
お
知
ら
せ

　
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
の
個
別
検
診
を
、
次

の
医
療
機
関
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

所�

石
田
病
院�

❸
（
７
２
）
９
１
１
２

　
　
石
田
病
院
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
富
沢
内
科
医
院

　
　

�

予
約
は
不
要
で
す
。
食
事
を
と
ら
ず
に
、
診

療
時
間
内
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　
釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー�

　
　
❸
０
１
５
４
（
３
７
）
３
３
７
０

　
　

�

釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
へ
ご
予
約
く
だ
さ

い
。

　
町
立
中
標
津
病
院�

❸
（
７
２
）
８
２
０
０

　
　

�

健
診
希
望
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
町
立
中
標

津
病
院
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
※�

釧
路
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
と
町
立
中
標
津
病

院
で
は
、
が
ん
検
診
を
一
緒
に
受
診
で
き
ま

す
（
別
料
金
）。

対
国
民
健
康
保
険
加
入
の
40
歳
～
74
歳
の
方

￥
無
料

期
令
和
4
年
3
月
31
日
ま
で

持�

特
定
健
康
診
査
受
診
券
、
健
康
保
険
証

問
中
標
津
町
保
健
セ
ン
タ
ー

骨
粗
鬆
症
検
診
の
お
知
ら
せ（
12
月
分
）

時�

12
月
１
日
㈬
～
30
日
㈭
の
毎
週
火
～
金
曜
日　

※
受
付
は
10
時
30
分
～
11
時
ま
で

所�

町
立
中
標
津
病
院

内�

問
診
、
骨
密
度
測
定
（
腰
椎
・
大
腿
（
太
も
も)

骨
）、
診
察

教養を高めよりよい文化を育てましょう（町民憲章より）
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●マーク説明：時日時　所場所　期期間　内内容　講講師　対対象　定定員　￥費用　持持ち物　担担当課　申申込　締締切　方方法　問問合せ　催主催　他その他　

広報なかしべつ　2021.11

初
の
案
内
で
「
１
」
を
、
次
の
案
内
で
「
２
」

を
押
し
て
く
だ
さ
い
。
お
客
様
相
談
室
に
つ
な

が
り
ま
す
。

児
童
手
当
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
に
必
要
な
手
続
き
は
次
の
と
お
り
で

す
。

●�

出
生：15
日
以
内
に
「
認
定
請
求
」
ま
た
は
「
額

確
定
（
増
額
）」
の
手
続
き

●�

転
入
：
前
住
所
転
出
予
定
日
か
ら
15
日
以
内
に

「
認
定
請
求
」
の
手
続
き

●�

転
出
：
転
出
す
る
前
に
「
消
滅
届
」
の
手
続
き

※�

手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、
受
給
で
き
る
は
ず
の

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※�

受
給
者
（
父
等
）
の
み
、
ま
た
は
児
童
の
み
が

転
入
お
よ
び
転
出
す
る
際
も
、
手
続
き
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※�

中
学
３
年
生
ま
で
の
年
齢
の
児
童
を
養
育
し
て

い
て
、
受
給
し
て
い
な
い
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※�

公
務
員
の
方
は
勤
務
先
所
属
庁
か
ら
手
当
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
室�

子
育
て
支
援
管
理
係

ご
み
収
集
の
お
知
ら
せ

　
祝
日
に
お
け
る
ご
み
収
集
等
は
次
の
と
お
り
で

す
。日　

　
程

ご
み
収
集

最
終
処
分
場

11
月
23
日
㈫

休　
み

休　
み

問
生
活
課�

環
境
衛
生
係

し
尿
汲
み
取
り
は
お
早
め
に

　
し
尿
の
汲
み
取
り
は
、
例
年
、
年
末
に
申
し
込

み
が
集
中
す
る
た
め
、
収
集
や
浄
化
セ
ン
タ
ー
で

の
処
理
が
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
申
し
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
年
内
の
汲
み
取
り
を
希
望
す
る
場
合
は
、
11
月

末
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
翌
年
１
月
の
汲
み
取
り
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
し
尿
証
紙
は
必
ず
事
前
に
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

申�

㈲
北
方
産
業�

❸
（
７
２
）
３
１
８
６

中
標
津
農
業
高
等
学
校　
　
　
　
　
　

創
立
70
周
年
・
体
育
館
落
成
記
念
式
典

の
挙
行
中
止
に
つ
い
て

　
９
月
26
日
㈰
に
挙
行
の
準
備
を
進
め
て
い
ま
し

た
創
立
70
周
年
・
体
育
館
落
成
記
念
式
典
に
つ
き

ま
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束

の
目
途
が
未
だ
見
え
な
い
状
況
等
を
鑑
み
、
協
賛

会
役
員
・
学
校
関
係
者
で
慎
重
に
協
議
し
た
結
果
、

生
徒
お
よ
び
地
域
の
み
な
さ
ん
の
健
康
・
安
全
面

を
第
一
に
考
え
、
挙
行
を
中
止
す
る
と
い
う
苦
渋

の
決
断
を
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
式
典
の
ほ
か
に
予
定
さ
れ
て
い
る
記
念

事
業
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
中
を
目
途
と
し
て
進

め
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
結
果
に
つ
き
ま
し

て
は
、
す
べ
て
の
事
業
が
終
了
次
第
、
改
め
て
ご

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問�

中
標
津
農
業
高
等
学
校

　
❸
（
７
８
）
２
０
５
３

議
会
報
告
会
を
開
催
し
ま
す

　
中
標
津
町
議
会
で
は
、
議
会
活
動
な
ど
の
報
告

会
を
開
催
し
ま
す
。
今
回
は「
議
会
改
革
」を
テ
ー

マ
と
し
た
意
見
交
換
を
行
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の

ご
意
見
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

時
11
月
28
日
㈰　
13
時
30
分
～
15
時

所
中
標
津
会
場　
ウ
ェ
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ザ
寿
宴

　
計
根
別
会
場　
中
標
津
町
交
流
セ
ン
タ
ー

問�

議
会
事
務
局�

議
事
係

求
職
者
、
転
職
、
新
規
創
業
希
望
者
向
け

「
ド
ロ
ー
ン
操
縦・活
用
セ
ミ
ナ
ー
」

　
多
く
の
産
業
で
活
躍
し
て
い
る
ド
ロ
ー
ン
は
今

後
も
活
躍
の
場
が
広
が
り
将
来
的
に
も
市
場
規
模

の
拡
大
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
ド
ロ
ー
ン
に
つ

い
て
正
し
い
知
識
を
学
び
、
操
縦
し
て
み
ま
せ
ん

か
？

時
11
月
29
日
㈪　
10
時
～
16
時

　
　
　
30
日
㈫　
10
時
～
13
時

所
別
海
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

￥
無
料

他�

状
況
に
よ
り
中
止
や
延
期
、
変
更
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申�

問
南
知
床
４
町
地
域
雇
用
創
造
協
議
会

　
　
❸
（
７
４
）
８
３
０
０

　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://s-job.jp

）

指
名
手
配
被
疑
者
の
発
見
に
ご
協
力
を

　
北
海
道
警
察
で
は
、
凶
悪
事
件
な
ど
で
指
名
手

配
し
た
被
疑
者
の
発
見
に
全
力
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　
よ
く
似
た
人
を
知
っ
て
い
る
、
よ
く
似
た
人
を

見
か
け
た
と
い
っ
た
情
報
な
ど
、
ど
ん
な
わ
ず
か

な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の
で
、
警
察
に
通
報
し
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
北
海
道
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
中
標
津
警
察
署��

❸
（
７
２
）
０
１
１
０

道
営
住
宅
入
居
者
募
集

所
泉
中
央
団
地
（
３
階
建
）
西
８
条
北
６
丁
目

　
　

�

Ｃ
棟
３
階　
１
戸
（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

　
　
※
世
帯
向
け
一
般
住
宅

￥
２
０
，
３
０
０
円
～
７
０
，
９
０
０
円

　

�

他
駐
車
場
使
用
料
、
共
益
費
、
給
湯
設
備
使
用

料
　
※
家
賃
は
収
入
に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。

期�

11
月
２
日
㈫
～
11
月
16
日
㈫
に
募
集
案
内
を
配

布
し
ま
す
（
日
曜
・
祝
日
は
除
く
）。

申�
11
月
８
日
㈪
～
11
月
16
日
㈫
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

他�
入
居
条
件
は
、
入
居
し
よ
う
と
す
る
世
帯
全
員

の
所
得
制
限
・
暴
力
団
員
の
制
限
、
道
営
住
宅

に
係
る
未
納
の
家
賃
、
駐
車
場
使
用
料
お
よ
び

損
害
賠
償
金
等
が
な
い
こ
と
。

　
抽
選
日　
11
月
24
日
㈬
※
予
定

　
抽
選
会
場　
中
標
津
経
済
セ
ン
タ
ー

　
入
居
時
期　
12
月
中
旬
～
※
予
定

申
問�

道
営
住
宅
（
中
標
津
町
）
指
定
管
理
者

　
　
㈲
ア
ク
ロ
ス
❸
（
７
２
）
５
５
１
５

「
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
」　

訓
練
生
募
集

　
「
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
」
で
は
令

和
４
年
度
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

時
12
月
６
日
㈪
（
選
考
試
験
日
）

所
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　
砂
川
市
焼
山
60
番
地

内
数
学
、
国
語
、
面
接

対
障
が
い
を
お
持
ち
の
求
職
者

申
期
11
月
１
日
㈪
～
11
月
19
日
㈮

他�

訓
練
科
目
：
建
築
デ
ザ
イ
ン
科

問�

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
た
は
北
海
道
障
害

者
職
業
能
力
開
発
校

　
❸
０
１
２
５
（
５
２
）
１
２
３
１

わ
か
も
の
フ
リ
ー
相
談
会
in
中
標
津

　
く
し
ろ
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
厚
生

労
働
省
が
設
置
す
る
、
15
歳
か
ら
49
歳
ま
で
の
就

職
を
目
指
す
若
者
や
そ
の
ご
家
族
等
の
総
合
相
談

窓
口
で
す
。
仕
事
や
将
来
の
こ
と
、
生
活
の
こ
と

な
ど
幅
広
く
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
さ

ま
ざ
ま
な
お
悩
み
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

　
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
11
月
26
日
㈮　
13
時
～
16
時

　
※
受
付
は
12
時
30
分
か
ら

所
総
合
文
化
会
館
し
る
べ
っ
と　
２
階
研
修
室

問
く
し
ろ
若
者
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　
❸
０
１
５
４
（
６
８
）
５
１
０
２

会
計
年
度
任
用
職
員（
調
理
員
）募
集

　
学
校
給
食
セ
ン
タ
―
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
（
調
理
員
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
業
務
内
容

は
学
校
給
食
の
調
理
と
そ
の
関
連
業
務
で
、
心
身

と
も
に
健
康
で
体
力
に
自
信
の
あ
る
方
を
募
集
し

て
い
ま
す
（
年
齢
不
問
・
通
勤
可
能
な
方
）。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
紹
介
状
と

一
緒
に
、履
歴
書（
写
真
張
付
）を
給
食
セ
ン
タ
ー

に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問
中
標
津
町
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　
❸
（
７
２
）
２
６
７
４



※
�広
報
紙
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
ご
希
望
の
方
は
、

デ
ー
タ
(JPEG

)で
提
供
し
ま
す
の
で
総
務
課
情

報
化
推
進
・
広
報
調
査
係
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
毎

月
６

日
発

行
）

広
報
中
標
津
は
、
環
境
保
護
の
た
め
道
産
間
伐
材
と
古
紙
を
配
合
し
た
用
紙
お

よ
び
100%

植
物
油
型
イ
ン
キ「
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
100」を

使
用
し
て
い
ま
す
。

■
発

行
／

中
標

津
町

役
場

 総
務

部
総

務
課

情
報

化
推

進・広
報

調
査

係
　

〒
086-1197 北

海
道

標
津

郡
中

標
津

町
丸

山
2丁

目
22番

地
　
❸

0153-73-3111 ❹
0153-73-5333

　
中

標
津

町
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
 http://w

w
w

.nakashibetsu.jp/　
携

帯
サ

イ
ト

 http://j.nakashibetsu.jp/
　

お
問

い
合

わ
せ

は
、ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
下

段
の『

お
問

い
合

わ
せ

』よ
り

広
報

2021

11
№

707
中
標
津

ひとのうごき
町の人口

男
女

世帯数

　肌寒い季節となり、町内のいたる
ところで紅葉が見られる季節となり
ました。
　枯葉が散るまでの短い期間ですが、
夏の緑とはまったく異なる印象を与
えてくれます。

今月の表紙 ９月30日現在住民登録人口
※（　　）内は前月比

22,974（＋13）
11,305（＋  7）
11,669（＋  6）
11,360（－  5）

誕　生 24人
死　亡 14人
転　入 53人
転　出 50人

◎小児科　毎週月曜日・水曜日・金曜日
　　　　　（�生後６か月以上から中学生まで）
　受　　付　総合受付または自動再来受付機
　　　　　　12時から15時30分まで
　診察･接種　15時から15時30分まで
　接種費用　３歳未満１人１回　２，９００円
　　　　　　３歳以上１人１回　３，６００円
※�13歳未満は２回接種。
※�ワクチンの供給量に限りがあるため、他院で１回目を接
種した方の当院での２回目の接種はお断りさせていただ
く場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◎一般（内科）　毎週火曜日
　受　　付　総合受付
　　　　　　14時30分から15時30分まで
　診察･接種　15時から
　接種費用　１人１回　４，２００円　
　※�慢性疾患等で定期受診している方は、受

診日に接種することができます。
　※�妊婦の方については、妊婦健診時に医師

の診察を受けてからの接種となります。

問い合わせは、町立中標津病院 医事課  ❸７２－８２００まで。
受診前には、必ず検温を済ませ来院してください。37.3℃以上の発熱がある場合は来院前にご相談ください。

町立中標津病院 「インフルエンザワクチン」の接種について
　インフルエンザのワクチン接種を開始しています。インフルエンザワクチンは、免疫をつけ、ウイルス
に感染しても発症を抑えること、発症しても重症化させないことを目的に接種するものです。

仲間募集!仲間募集!仲間募集!

助産師・看護師
【職　　種】▶ 助産師・正看護師・准看護師（正職員・会計年度任用職員）
【基 本 給】▶ 助産師244,400円～　正看護師215,200円～ 　准看護師171,000円～
　　　　　　　 ※パートタイム会計年度任用職員の場合は時間給となります。
【業務内容】▶ 助産業務・看護業務
【資　　格】▶ 助産師・看護師・准看護師免許
【時　　間】▶ ８：30～17：15、16：30～９：00（２交代制）
　　　　　　　 ※会計年度任用職員：勤務時間は要相談、夜勤なし
【休　　日】▶ 土日祝日および年末年始（シフト制）
【手　　当】▶ 各種手当有（期末勤勉手当､通勤手当等）院内保育所有

看護助手（会計年度任用職員）
【基 本 給】▶ フルタイム会計年度任用職員　 162,600円～上限有　
　　　　　　　 ※パートタイム会計年度任用職員の場合は時間給となります。
【業務内容】▶ ベッドキーパー、身体介護など
【資　　格】▶ 不要（看護助手経験者優遇）
【時　　間】▶ 要相談・夜勤なし
【休　　日】▶ 土日祝日および年末年始（シフト制）
【手　　当】▶ 各種手当有（期末勤勉手当､通勤手当等）院内保育所有

看護部理念「地域に根差した、誠意と愛情のこもったあたたかい看護の提供」のもと、地域医療の向上に貢献できる看護
職員の育成に取り組んでいます。 2025年に向けて医療・看護を取り巻く環境が変化していく中で、一人一人が看護実践
能力を向上させ、患者さんの意思を尊重した寄り添った看護が提供できるようにと、教育環境、働く職場環境が整うよう
皆で協力して活動しています。 笑顔と思いやりと向上心のあるあなた、ぜひ当院で一緒に働きませんか。

看 護 師
看 護 手

助

助

産 師

看護職員募集サイト

職員募集に係る詳細
は町立中標津病院
管理課総務係まで
❸0153-72-8200

明るく元気な方大歓迎！


